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５ 投資事業に必要な財源確保のための検討事項 

（１）使用料収入 

 公営企業の料金は、「公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における

適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な経営を確保することができるものでなければな

らない。」とされています。また、下水道における経費の負担区分は原則として、雨水処理に要

する費用は公費で、汚水処理に要する費用は下水道使用者が使用の量に応じて、私費（下水道

使用料）で負担することとされています。（雨水公費、汚水私費の原則）しかしながら、公共用

水域の水質保全への効果が高い高度処理型の浄化槽や建設コストが割高になる分流式下水道に

要する経費の一部は、公的な便益も認められることから公費による負担とされております。 

（２）企業債 

 企業債は、世代間負担の公平や負担の平準化の観点から、一定程度活用することも望まれ

るが、人口や有収水量の減少が予測されるため、収入規模に見合う水準に抑え、企業債残高の

抑制を図ることがおくことが重要になります。 

（３）一般会計からの繰入金 

 雨水処理に要する経費など、「その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもって充てるこ

とが適当でない経費」及び「当該公営企業の性質上能率的な経営を行なってもなおその経営に

伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費」については、一般

会計等で負担することができるとされています。（一般会計からの繰出基準は、総務省から毎年

度通知） 

 繰出基準に基づく経費の所要財源については地方財政計画に計上され、地方交付税により

財源措置されています。（基準外で任意に繰り出しているものは財源措置は行われない。） 

６ 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

令和２年度に地方公営企業法適用に伴う公営企業会計への移行し、公営企業会計方式に基づく

経営戦略の見直しを行い、減価償却費を踏まえた収支についても見直しを行っております。これ

にあわせて経営指標を基準とする経営比較分析を行い、ＰＤＣＡサイクルにより健全度を測定す

るとともに、スパイラルアップによる経営の改善を図ってまいります。 

※検証・見直しは少なくとも５年毎に実施 

 

【参考】関連項目の解説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】関連項目の解説 

〇ＰＤＣＡサイクル 

 Plan（計画）、Do（実施・実行）、Check（点検・評価）、Act（処置・改善）の順にこれらの４

段階を循環することにより事業の管理事務を円滑に進める方法をいいます。 

○スパイラルアップ 

 PDCA サイクルを繰り返すことにより継続的に改良、向上を図ることをいいます。 










